
2007 年 6 月 15 日 

日 本 銀 行 

 

 

「適格担保取扱基本要領」の一部改正について 

 

 

  日本銀行は、本日、政策委員会・金融政策決定会合において、「適格担

保取扱基本要領」（平成 12 年 10 月 13 日決定）を別紙のとおり一部改正す

ることを決定しましたので、お知らせします。 

  本件は、本年６月５日をもって株式会社産業再生機構の清算が結了した

ことに伴う措置です。 

 

以  上    

 

＜本件照会先＞ 

企 画 局  菅野（03-3277-3768）

 服部（03-3277-2813）

  

  



 

「適格担保取扱基本要領」中一部改正 

 

 

○ ４．（３）を横線のとおり改める。 

 

 

（３）適格性判定手続 

 

国債、政府短期証券、政府保証付債券、公募地方債、交付税及び譲

与税配付金特別会計に対する証書貸付債権、預金保険機構に対する政

府保証付証書貸付債権、株式会社産業再生機構に対する政府保証付証

書貸付債権および銀行等保有株式取得機構に対する政府保証付証書貸

付債権以外の担保については、当座勘定取引の相手方である金融機関

等（以下「取引先」という。）からの適格性判定依頼を受けて、本行

がその適格性判断を行う。この場合、民間企業債務については、債務

者である企業の信用力の判断は、「企業の信用判定基本要領」（平成

１２年１０月１３日付政委第１３８号別紙２．）に基づきこれを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 



○ 別表１を横線のとおり改める。 

 

別表１ 

 

担保の種類および担保価格 

 

 

１． 

 

１７． 

 

１８．株式会社産業再生機構に対する政府保証付証書 

   貸付債権 

（１）当初貸付期間１年以内のもの          残存元本額の９７％ 

（２）当初貸付期間１年超３年以内のもの       残存元本額の９３％ 

（３）当初貸付期間３年超５年以内のもの       残存元本額の８５％ 

（４）当初貸付期間５年超７年以内のもの       残存元本額の７５％ 

（５）当初貸付期間７年超１０年以内のもの  

  （満期が応当月内に到来するものを含む。）         残存元本額の６５％ 

 

１９１８．略（不変） 

 

（特則） 

略（不変） 

 

 

 

 

 

 

〜 略（不変） 



○ 別表２を横線のとおり改める。 

 

別表２ 

 

担保の種類ごとの適格基準 

 

 

担保の種類 適格基準 

国債（変動利付国

債、分離元本振替国

債および分離利息

振替国債ならびに

物価連動国債を含

む） 

 

企業に対する証書

貸付債権 

 

交付税及び譲与税

配付金特別会計に

対する証書貸付債

権 

預金保険機構に対

する政府保証付証

書貸付債権 

株式会社産業再生

機構に対する政府

保証付証書貸付債

権 

銀行等保有株式取

得機構に対する政

府保証付証書貸付

債権 

 

略（不変） 

 

 

（附則）この一部改正は、平成１９年６月１５日から実施する。 

略（不変） 

〜


